
 

 

令和２年（2020年）５月８日 

 生徒・保護者 様 

長野県長野高等学校  

校長 宮本 隆    

 

臨時休校延長と教育活動の再開について（連絡） 

 

 ５月 10日まで休校としておりますが、５月５日付長野県教育委員会から臨時休校の延長

等についての通知が発出されました。 

 つきましては、当面の間、以下のように対応いたしますのでご承知ください。 

 

記 

 

１ 休校期間 

５月 22日（金）まで一斉休校を延長します。 

 

２ 教育活動の再開について 

（１） ５月 11日（月）から 15日（金）の期間 

生徒の登校はできません。 

（２） ５月 16日（土）から 22日（金）の期間 

① 学年毎、以下の日程で、学習支援・生徒相談・連絡・教材配布等のために、分

散登校による登校日を設けます。 

１）３学年 ５月 18日（月）及び５月 21日（木） 

２）２学年 ５月 19日（火）  

３）１学年 ５月 20日（水）          

   ② 分散登校の方法等 

１）３学年  

出席番号が奇数の生徒 18日 10時に登校 12時下校。21日は午後登校。 

出席番号が偶数の生徒 18日 14時に登校 16時下校。21日は午前登校。 

希望者には下校時間後１時間程、生活相談等を実施します。 

２）１・２学年  

出席番号 10番までの生徒 10時 00分から 11時 00分の間に登校。 

出席番号 20番までの生徒 11時 30分から 12時 30分の間に登校。 

出席番号 30番までの生徒 13時 30分から 14時 30分の間に登校。 

出席番号 41番までの生徒 15時 00分から 16時 00分の間に登校。 

③ 分散登校の実施にあたって 

１）４月当初の登校時同様に、「健康チェックカード」の提出による健康確認を

はじめとする各種の感染予防を徹底します。 

２）登下校において混雑時を避けるとともに地域内の高校で登校時間をずらす



 

 

など、教室内外での３密を避けるよう配慮しています。 

３）登校に不安がある場合には担任にご相談ください。登校しない学習方法に

ついても考慮いたします。  

（３） ５月 23日（土）から 31日（日）の期間 

学年毎に授業日を設定して分散登校を行います。クラスの半数ずつ、午前と午

後に登校することを想定していますが、詳細については後日連絡します。 

（４） ５月末までの学習について 

上記に示した分散登校が始まっても、現在の「Google Classroom」を利用した

家庭における学習が主体となります。すでに連絡しているとおり、４月 27日

（月）以降、すべての教科・科目の教科書（「授業」）の履修を進めています。休

校中に扱った単元・内容については、登校が始まっても、再び授業では扱いませ

ん。 

 

３ 教材等の郵送について 

  準備登校が設定できないため、５月 11日（月）からの 1週間に必要な教材等を、レ

ターパックにて５月８日（金）に全校生徒へ発送します。     

 

４ 休校期間の過ごし方及び学習等について 

４月９日付「臨時休校のお知らせ（連絡）」、４月 21日付「臨時休校延長と学習につ

いて（連絡）」で連絡した通りです。 

 

５ その他 

心配・不安等がある場合には下記または担任までお問い合わせください。 

 

 

 

 
担 当  長野県長野高等学校 

（教頭）三輪 元子 

電 話   ０２６―２３４－１２１５ 

ＦＡＸ   ０２６－２３４－３５００ 

Ｅ-mail  nagano-hs@pref.nagano.lg.jp      
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